
林道鍋谷和佐谷線ほか維持管理業務委託 仕様書

1. 一般事項

① 本仕様書は、仕様の大要を示すものであり、設計図と対照して、法規上、技術上当然作業す

べき事項の他、軽微な変更についても、監督員の指示に従って、請負金額範囲内で施工に従

事すること。

② 本業務に必要な関係官庁への申請手続き、並びに立会い検査等は、請負者が遅滞なく行い、

これに要する費用は請負者の負担とする。

③ 業務内容について不審なことがある場合は、監督員と協議して施工すること。これを怠り不

備なことがあった場合、再度施工すること。

2. 業務内容

① 転石撤去作業において、受注者は、一般車両の通行に支障が無いよう路肩等に運搬するもの

とする。

② 草刈業務において、受注者は、道路山側については路肩から法先にかけて、谷側については

法肩から道路中央にかけてそれぞれ 0.6m を草刈りするものとする。

③ 草刈業務において、受注者は、補助刈り等を含め刈り残しがないよう草刈りしなければなら

ない。

④ 草刈業務において、受注者は、草の刈取り高については、10cm 以下として作業しなければ

ならない。ただし、機械施工において現地盤の不陸及び法肩等で草の刈取り高 10cm 以下で

施工できない場合は、監督員と協議しなければならない。

⑤ 草刈業務は、年１回程度実施するものとする。

⑥ パトロール業務は、冬期間（１２月～２月）を除き、月１回行うものとする。

⑦ パトロール業務において、受注者は林道の通行に支障となる事態が生じていた場合、発注者

に報告すること。

⑧ 受注者は、本業務を実施するときは、あらかじめ実施の日時及び場所をその都度発注者に地

図等で報告すること。

3. 安全対策

① 受注者は、一般通行者及び車両等の交通の障害にならないよう作業するものとし、危険防

止の対策を講じなければならない



② 作業終了時等建設重機の保管の際は、何人も立ち入らないよう仮囲いをするなど安全対策

を施すこと。

4. 注意事項

① 本業務に必要な業務用電力、水及び諸手続などの費用は、すべて請負者の負担とする。

② 付近住民への対応については、請負者の責任において処理すること。


